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研究成果の概要（和文）：退院に向けての医療提供過程での意思決定に患者が参加するための規定要因を、医療ソーシ
ャルワークの枠組みを通して質的に探索することを目的とした。A病院退院患者10名、担当医療ソーシャルワーカー4名
に対し、半構造化面接を行い、その結果を分析した。規定要因として、1)患者の意思決定能力、2)選択に必要な情報の
提供、3)自由な意思（自己決定）の保障、が明らかになった。患者参加を保障するための課題として、患者の自律能力
の形成とそのための仕組みの整備が考えられた。
この他に、患者参加の理論的研究、イギリス・シェフィールド市における患者の権利擁護制度の検討を行った。

研究成果の概要（英文）：It was intended to qualitatively explore for the determinants for a patient to 
participate in the decision making in the health care process for the discharge through a framework of 
medical social work. For ten A hospital discharged patients, and four medical social workers, we 
performed a semi-structured interview and analyzed the result. As defined determinants, 1) the patient's 
decision-making ability, 2) provide the information needed to choice, 3) guarantee of freedom of decision 
(self-determination), it was revealed. As challenge to ensure patient participation, development 
mechanisms of formation and for its autonomous capability of the patients were considered.
In addition to this, we examined the patient participation in theoretical research, a study of the 
advocacy system of patients about the Sheffield City in the U.K.

研究分野： 社会科学
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１．研究開始当初の背景 

退院支援研究の関心は、短期間に、効率的

な支援を可能にするシステム開発に向けられ

てきた。この背景には、急性期病院の平均在

院日数は２週間程度、退院支援を必要とする

患者は、急性期病院退院患者の１割程度とい

う事情がある。                                                                                                                             

退院支援のシステム化の進展により、退院

支援の必要な患者の早期発見や支援漏れの減

少などの成果がもたらされた。反面、システ

ム化は、画一的で、専門職主導の支援を招き

やすい。そこで、患者参加という視点から、

退院支援の問い直しがされるようになったが、

日本では、臨床レベルの患者参加要因研究が

僅かにされているだけである。そこで、退院

支援における患者参加に先駆的に取り組んで

いる病院の退院患者を対象に、臨床レベルに

おける患者参加の規定要因を実証的に明らか

にする必要があった。また、1970年代から患

者参加の制度化を行ってきたイギリスを対象

に、政策・制度レベルの規定要因を検討する

ための研究を行った。なお、本研究で言うイ

ギリスは、イングランドに限定する。 

 

２．研究の目的 

（１）日本の退院支援への患者参加を規定す

る要因の研究（国内研究） 

①退院支援への患者参加規定要因に関する

質的研究  

担当：金子努・細羽竜也・越智あゆみ 

退院支援過程に患者参加を保障する取り組

みを先駆的に行っている A 病院の協力によっ

て、1)退院に向けての医療提供過程での意思

決定に患者が参加するための規定要因を医療

ソーシャルワークの枠組みを通して明らかに

するとともに、2)医療場面での意思決定に患

者が参加する取り組みが患者の満足度や退院

後の予後に与える影響を、質的に探索するこ

とを目的とした。 

②退院支援における患者参加の理論的研

究  

担当：小野達也 

 課題意識としては、日本の退院支援での患

者参加を規定する要因を明らかにすることを

通して、医療・福祉サービスの利用を患者自

身がマネジメントできるようにする、という

ものである。これは、患者の自己決定を保障

することや患者の満足度等にも関係してくる。

患者参加に影響を与える要因として医療・福

祉の専門職と患者（家族）のコミュニケーシ

ョンに着目し、この点を理論検討の課題とし

た。 

 

（２）イギリスにおける退院支援への患者参

加を促進する要因研究（イギリス研究） 

 ①ヘルスウオッチなどの研究 

 担当：正野良幸 

2012 年医療・社会ケア法（The Health and 

Social Care Act 2012）により、ヘルスウォ

ッチ（Healthwatch）が設立された。主な役

割としては、医療やソーシャルケアを利用し

ている人々の意見を聞き、その内容を病院や

行政へ伝えることである。この機関が、退院

支援や権利擁護にどのように影響を与えて

いるのかなどについて検証することを目的

とした。 

 ②緩和ケアにおける患者参加の研究 

 担当：中村明美 

 急性期病院を核とした緩和ケアのシステ

ムと、そこでの退院支援、退院支援への患

者参加などの現状分析を行い、そこから日

本への示唆を得ることを目的とした。 



 
 

③ＮＨＳ苦情解決制度による退院支援の改

善と限界の研究 

 担当：杉崎千洋 

  先進事例であるＮＨＳ（National Health 

Service）における苦情対応制度と、退院支援

に関する苦情の実態把握を行うことを第１の

目的とした。第２の目的は、その制度による

退院支援の改善と限界を明らかにし、日本へ

の示唆を得ることとした。 

 

３．研究の方法 

（１）国内研究 

①退院支援への患者参加規定要因に関する 

 研究 

2 年以内に A 病院の急性期病棟および慢性

期病棟を退院した患者 10 名および担当医療

ソーシャルワーカー4 名に対し、聞き取り調

査（半構造化面接）を行い、その結果を分析

した。調査期間は、2012 年 8 月から 10 月で

あった。倫理的配慮については、県立広島大

学保健福祉学部の研究倫理審査委員会の承認

を得て実施し、調査によって得られたデータ

は個人が特定されないよう処理し分析に使用

した。 

②退院支援における患者参加の理論的研

究 

既存の文献や資料をもとに理論的な検討を

進めた。その項目としては、医療での患者参

加、患者参加型の医療、退院支援のプロセス、

患者－医療従事者関係、患者の支援展開、コ

ミュニケーション支援等である。 

 

（２）イギリス研究 

 ①ヘルスウオッチなどの研究 

2013 年～2014 年に、シェフィールド

（Sheffield）ヘルスウォッチ、シェフィー

ルド・シティ・カウンシル高齢者部門（City 

Council Adult Social Care）を訪問し、ヒ

アリング調査、関連する資料収集を行った。

これらの情報をもとに研究を進めることと

した。 

 ②緩和ケアにおける患者参加の研究 

2014 年９月に、シェフィールド市内の

Northern General 病院（急性期病院）を訪問

し、緩和ケア担当者にヒアリング調査と資料

収集を行い、それらの分析を行った。 

 ③ＮＨＳ苦情解決制度による退院支援の改

善と限界の研究 

同制度に関する国内外の研究、保健省およ

びシェフィールド教育病院財団トラスト

（Sheffield Teaching Hospitals NHS 

Foundation Trust）資料などの収集・分析に

より行った。退院支援に関する苦情の改善効

果と限界に関する研究は、前記トラストから

データを提供していただき、「退院」に関する

苦情と他の苦情分類との間の患者のアウトカ

ム評価の比較により行うこととした。 

  

４．研究の成果 

（１）国内研究 

①退院支援への患者参加規定要因に関す

る質的研究 

患者の退院支援過程への参加を規定する要

因として、次の 3 つが挙がった。1)患者の意

思決定能力、2)選択に必要な情報の提供、3)

自由な意思（自己決定）の保障である。患者

参加を保障するための今後の課題としては、

患者の自律能力の形成とそのための仕組みの

整備が考えられた。退院支援過程への参加満

足度については、患者の身体機能的側面の回

復度合いが影響していた。聞き取り調査では、

元の生活（自立歩行可能な状態）に戻れた事



 
 

例、患者・家族の予想以上に回復できた事例

で、満足度が高かった。 

今回の調査研究では、医療ソーシャルワー

カーによる直接的な支援の限界も明らかにな

った。退院支援は、退院調整加算をはじめと

する診療報酬等に組み込まれたことで、医療

ソーシャルワーカー業務は、点数に位置付け

られた業務に著しく偏重し、心理・社会的問

題、経済的問題などへの支援業務ができにく

くなっていた。加えて、早期退院を進めるこ

とが使命として課せられていることで、一人

のクライアントにかけられる時間も労力も相

当程度制限をされている。医療ソーシャルワ

ーカーが一職種でできることには極めて限界

があることを踏まえ、退院支援過程への患者

参加の取組については、組織的に取組む仕組

みを構築することが求められる。加えて、患

者の自律能力の形成やエンパワーメントにつ

いては、日常的に病院が自院のある地域を対

象とした、住民に働きかける地域レベルの取

組も必要となっている。 

②退院支援における患者参加の理論的研 

 究 

 文献、資料の検討により、医療は患者本人

と医療の専門職による相互行為と考えること

を確認した。その上で、患者参加が要請され

ている背景を概観して、患者参加型医療では

患者による意思表明が基点となることと医療

専門職との間の合意形成が必要であるという

枠組みを指摘した。そうした枠組みから現在

の一般的な退院支援のプロセス、1)入院時の

スクリーニング、2)退院支援カンファレンス、

3)退院調整での、患者参加の可能性について

考察した。その際に患者と医療専門職との関

係モデルを参照しつつ、両者の関係における

課題について整理を行った。 

 そこで患者と医療専門職の実質的なコミュ

ニケーションを実現するために医療関係者、

福祉専門職の支援の考え方を押さえた上で、

対話的行為を基礎にしたモデルを提示した。

とりわけ、コミュニケーション（意思表示）

が困難な患者に対する支援についての重要性

を示し、コミュニケーション支援のためのチ

ェック項目を整理した。今後の課題としては、

対話的行為を基礎としたモデルやコミュニケ

ーション支援のためのチェック項目に関して

の実践的、実証的な検討である。 

 

（２）イギリス研究 

 ①ヘルスウオッチなどの研究 

シェフィールド市では、18 歳以上の身体障

害者や知的障害者、精神的疾患や高齢者に対

してサービス供給を行っており、地域住民が

家庭で過ごすことができるようにすることを

理念として掲げている。高齢者ソーシャルケ

アのサービス責任はカウンシルが担っている

が、サービス供給は民間委託が進んでいる。

高齢者施設では約 90％が民間委託されてお

り、在宅ケアでも民間部門が 60%を占めてい

る。これらの背景には、ソーシャルケアの財

源が削減されていることが挙げられる。イギ

リス政府としては、少ない費用で最大限の効

果を引き出す費用対効果を重視している。 

このような背景のもと、ヘルスウォッチは、

利用者の意見を聞き、その内容を病院や行政

へ伝える役割を果たしている。また、地方自

治体が権利擁護サービスを市民に提供してい

くことが法律に明記されている。そのため、

地域の医療やソーシャルケアに不満を抱いて

いる市民に対して、法的に支援することが確

立されている。 

 イギリスでは、医療と福祉の連携が図られ、



 
 

法的根拠に基づいて実施されている。各地方

自治体が責任を担い、他機関とのパートナー

シップ、地域住民や患者本人の参加により、

退院支援の促進や権利擁護に力を入れている

ことが判明した。 

 ②緩和ケアにおける患者参加の研究 

Northern General 病院には、緩和ケアの専

門入院施設、外来クリニック、サポートチー

ムがあり、シェフィールドの緩和ケアの拠点

となっていた。緩和ケア利用者の疾患は、癌

が多いものの、神経性疾患、認知症などもあ

る。共通していることは①激痛がある、②症

状コントロールが困難、③治療が困難、④終

末期状態のいずれかにあることであった。患

者は自らの緩和ケア計画に参加し、サポート

チームは患者の意志・意向を尊重していた。 

 本調査から、シェフィールドは急性期病院

を基盤とした緩和ケアシステムを構築してい

る地域であることがわかった。このことは患

者や医療者の緩和ケアへの敏速なアクセス、

スムーズな退院支援につながっている。また

緩和ケア計画に患者が参加することにより、

自らの病気や退院後の生活を前向きに考えら

れるようである。さらに医療従事者にとって

も患者が診断と同時に緩和ケアを受けること

は、治療成果をあげると期待している。これ

らのことは急性期病院において緩和ケアシス

テムを導入する重要な点である。 

 ③ＮＨＳ苦情解決制度による退院支援の

改善と限界の研究 

 現行の苦情対応制度は、2009 年地方自治体

社会サービスおよびＮＨＳ苦情対応法（The 

Local Authority Social Services and 

National Health Service Complaints 

(England) Regulations 2009）を根拠として

いる。苦情対応は２段階で行われている。第

１段階は苦情元（病院、開業医など）への申

立て、第２段階は議会および医療サービスオ

ンブズマンへの申立てである。シェフィール

ド教育病院財団トラストの 2012-13 年度の苦

情総数は 1,444 件で、苦情分類別の１位は「医

療提供の不足」、２位「遅延と待機時間」、「退

院」は６位であった。第２段階の議会および

医療サービスオンブズマンに申立てたのは71

件であった。退院支援に関する苦情の改善効

果と限界に関する分析に関しては、前記財団

で 2015-16 年度より実施されている苦情申立

者へのアウトカム評価データ入手後に実施す

る予定である。 

ＮＨＳ苦情対応制度は、病院などに、時間

軸に沿った対応、データ分析と公表、サービ

ス改善などを義務付けていることが明らかに

なった。今後の研究課題は、前記の苦情対応

に関する評価データの入手と分析を行い、論

文を執筆することである。 
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